
社保 善一医療保険部会 
資料 7-1 

第 15 回 (H17.5.25)   



「 中医協の在り 方に関する有識者会議」 
た れまでの開催経緯 ) 
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( 今後の予定 ) 

6 月 1 日 第 5 回会議 
  残りの 3 つの検討項目について 議論 
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「中医協の在り 方に関する有識者会議」開催要綱 
Ⅰ 目的 

厚生労働大臣と 内閣府特命担当大臣 ( 規制改革、 産業再生機構 ) 、 行政改革担当、 構造改革特 区 ・地域 

再生担当との 間の「中医協の 在り方の見直しに 係る基本的合意」 ( 平成 1 6 年 1 2 月 1 7 日 ) に基づき、 
中央社会保険医療協議会 ( 以下「中医協」という。 ) の在り方について 検討を行うことを 目的として， 厚 

生 労働大臣が有識者の 参集を求め、 開催するものであ る。 

2  検討項目 

(1) 診療報酬改定に 関する企画・ 立案の在り方との 関係を含めた 中医協の機能・ 役割の在り方 
(2) 公益機能の強化 
(3) 病院等多様な 医療関係者の 意見を反映できる 委員構成の在り 方 

(4) 委員の任期の 在り方 
(5) 診療報酬の決定手続の 透明化及び事後評価の 在り方 
(6) その他、 医療の現場や 患者等国民の 声を反映する 仕組みの在り 方 

3  有識者会議参集者 

大森 政輔 ( 国家公安委員会委員、 弁護士 ) 

奥島 孝廉 ( 早稲田大学大学院法務研究科教授 ) 

奥野 正寛 ( 東京大学大学院経済学研究科教授 ) 

金平 輝子 (( 財 ) 東京都歴史文化財団顧問 ) 
岸本 思 三 ( 総合科学技術会議議員、 大阪大学客員教授 ) 

( 五十音順、 敬称略 ) 

4  運営 
㈲有識者会議は、 公開とする。 
(2) 有識者会議には、 常時、 厚生労働大臣が 出席する。 
(3) 有識者会議は、 中医協の在り 方について、 平成 1 7 年夏～ 秋 までに結論を 得るものとする。 
(4) 有識者会議の 庶務は、 厚生労働省保険 局 医療 課 において処理する。 
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ト白川 「 中医協の在り 方に係 る 舌 Ⅰ ム 冊 ( たたき台 ) 」 

(4 月 12 日有識者会議提出資料 )( 要約 ) 

「 診療報酬改定に 関する企画・ 立案の在り方との 関係を含めた 中医協の機能・ 役割 

の 在り方について 

  「保険適用とする 診療行為の範囲」を 中医協で議論すべきかどうか 

  「保険適用とされた 個々の診療行為の 公定価格」の 前提となる「基本方針」を 中医協で議論すべ 

きかどうか 

・予算編成過程における「改定率の 決定」を中医協で 議論すべきかどうか 

・厚生労働大臣の 権 限と中医協の 機能との関係 

2  公益機能の強化について 

・三者構成を 今後とも維持していくかどうか 

・公益委員の 人数を増やすべきかどうか 

・三者構成における 調整機能のほかに、 公益委員の機能として 位置付ける機能はないか 

3  病院等多様な 医療関係者の 意見を反映できる 委員構成の在り 方について 

・関係団体による 推薦制を今後とも 維持していくかどうか 

，診療側委員における 病院団体の代表の 参加の在り方 

・専門委員制度の 活用も含めた 多様な医療関係者の 意見を反映させるための 手法の在り方 

，その他、 委員構成で見直すべき 事項はないかどうか 
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  4  委員の任期の 在り方について   

・ 適切な委員の 任期の期間の 在り方 

5  診療報酬の決定手続の 透明化及び事後評価の 在り方について 

・審議過程の 一層の透明化や 客観的なデータに 基づく議論の 推進のための 取組 

  医療におけるⅡ化の 推進 

  中医協における 審議の中で国民の 声をより一層反映させるための 方策 

・診療報酬改定の 結果の検証の 在り方 

6  その他、 医療の現場や 患者等国民の 声を反映する 仕組みの在り 方について 

・中医協委員が 国民の意見を 聴く機会の設定の 在り方 

一 4- 
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中医協の在り 方に係る論点、 ( たたき台 ) 

l ｜ 診療報酬改定に 関する企画・ 立案の在り方との 関係を含めた 中医協の機能， l 
役割の在り方について 

[ 現状 ] 

0  診療報酬とは、 保険医療機関等が 行 う 診療行為に対する 対価として公的医 

療保険から支払われる 報酬であ り、 

①保険適用とする 診療行為の範囲を 定める「品目 表 」 

② 保険適用とされた 個々の診療行為の 公定価格を定める「価格 表 」 

としての性格を 有する。 

づ このような診療報酬、 薬価等については、 厚生労働大臣が 決定する権 限 

を 有しており、 決定に当たっては、 厚生労働大臣は 中医協に諮問すること 

とされている。 

0  ①「保険適用とする 診療行為の範囲」については、 診療報酬改定の 際に 、 

医療技術の進歩を 踏まえっ つ 、 中医協において、 保険適用範囲の 見直し ( 新 

規技術の保険適用等 ) について審議が 行われている。 

*  なお、 保険診療と保険 外 診療との併用の 在り方について、 「将来的な保険 

導入のための 評価を行 う ものであ るかどうか」の 観点から現行制度を 抜本 

的に見直し、 保険導入のための 評価を行 う ものを「保険導入検討 E 療 ( 仮 

称 ) 」と位置付け、 保険導入手続の 明確化を図ることとしている。 

0  ②「保険適用とされた 個々の診療行為の 公定価格」については、 診療報酬 

改定の際に、 予算編成過程において 決定された改定率を 前提として、 中医協 

において、 個別点数について 審議が行われている。 

その際、 改定年の前年 1 2 月には、 4 月頃 からの議論を 踏まえ、 中医協に 

おいて「診療報酬改定の 基本方針」が 取りまとめられ、 これに沿って、 個別 

点数について 審議が行われる。 

  



0  改定率は、 医療費に係る 予算編成の際の 算定根拠となる 係数であ り、 その 

決定は政府の 権 限であ る。 

一方で、 個別点数の設定と 改定率とは密接に 関連するものであ ることから、 

中医協においては、 全国の医療機関の 平均的な収支状況等、 物価・賃金の 動 

同等 の マクロの経済指標、 保険財政の状況等を 踏まえつつ、 改定率について 

も 議論を行い、 年末の予算編成に 向けて、 議論の成果を「審議報告」として 

取りまとめている。 

*  例えば、 平成 1 6 年度改定においては、 支払 側 委員は現在の 厳しい経済状況等を 踏ま 

えて ィ ナス改定を主張し、 診療側委員は 医療安全等の 観点からフラス 改定を主張したが、 
公益委員による 調整の結果、 診療報酬 土 0% 、 薬価等▲ 1% め 改定率とすべきことで 合 

意がなされ、 これが政府の 予算編成過程においても 認められた。 
平成 1 4 年度改定においては、 中医協において「賃金・ 物価の動向や 最近の厳しい 経 

済 動向、 さらには、 医療保険制度改革全体の 流れの中で、 改革の痛みを 公平に分かち 合 

う という観点からも、 相応の見直しを 行うべきであ る」との審議報告はまとめられたも 

のの、 改定率については 意見の取りまとめに 至らず、 診療報酬▲ 1. 3% 、 薬価等 

▲「・ 4% の改定率は、 政府の予算編成過程において 決定された。 

平成 1 9 年度改定においては、 中医協において、 審議報告も含めて 取りまとめに 至ら 

ず、 診療報酬 十 「・ 9% 、 薬価等▲「・ 7% の改定率は、 政府における 予算編成過程に 

おいて決定された。 

瑞薫 

「保険適用とする 診療行為の範囲」について   
我が国の医療の 在り方といった 大 i 支払 側 委員と診療側委員とが 公益 

きな視点から 考えていくべきであ り、           委員の調整の 下で合意を得ることを 

専門家による 組織など、 中医協の外で             基本として考えていくべきであ り、 中 

議論するべきではないか。 ; 医 協で議論するべきではないか。 

「保険適用とされた 個々の診療行為の 公定価格」の 前提となる「基本方針」 

ほ ついて 

*  「基本方針」には、 ①医療技術の 適正な評価 ( ドクターフィー 的 要素 ) や医療機関の 

コストや機能等を 適切に反映した 総合的な評価 ( ホスピタルフィー 的 要素 ) といった 診 

療 報酬体系の在り 方に係る基本的な 方向性に係る 視点のほか、 ②回復期リハビリテーシ 
コ ン、 救急医療、 小児医療等に 係る適切な評価など、 どの領域の評価を 充実するか、 と 

いった視点も 含まれる。   
「基本方針」について [ ま、 我が国の           「公定価格」のみならず、 「基本方 

医療の在り方といった 大きな視点か i 牟 Ⅱ ほ ついても、 中医協で議論するべ 

ら 考えていくべきであ り、 社会保障塞 i きではないか。 

議会の医療保険部会など、 中医協の外 ; 

2
 



  
で 議論するべきではないか。 

予算編成過程における「改定率の 決定」について   
政府の権 限であ り、 中医協で議論す i 個別点数の設定と 改定率とは密接 

る 必要はないのではないか。           に 関連するものであ ることから、 政府 

i の権 限であ ることを明確にしつっも 、 

; 中医協において 議論するべきではな 

; い か。 

中医協の機能・ 役割の在り方や 三者構成を維持するかどうかとの 関係も踏 

まえっ っ 、 厚生労働大臣の 権 限と中医協の 機能との関係についても、 議論が 

必要ではないか。 

2
 公益機能の強化について 

[ 現状 ] 

0  「支払 側 委員と診療側委員とが 保険契約の面当事者として 協議し、 公益委 

員がこの両者を 調整して合意を 得る」という 三者構成の中で、 公益委員は 、 

中立的な立場で、 支払 側 委員及び診療側委員の 意見を調整する 役割を担って 

いる。 

0  「中央社会保険医療協議会の 在り方の見直しについて」 ( 平成 1 6 年 1 0 

月 27 日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解 ) においては、 「中医協の 

中に、 公益委員を中心として、 診療報酬改定の 結果の検証のための 新たな部 

会を設置する」こととされている。 

[ 青ト斉魚 ] 

三者構成を維持する 必要はないの           三者構成については、 今後とも維持 

ではないか。         していくべきではないか。 

*  例えば、 介護報酬に係る 厚生労働大臣の         *  診療報酬においては、 原則として、 公的 
諮問機関であ る介護給付費分科会におい         保険から現物給付されるサービスの 対価 

ては、 三者構成は法定されていない。         のほかに、 診療側がサービス 利用者側に 

        金銭的負担を 求めることは 認められてお 

        らず、 その決定に当たっては 保険契約の 

:  両 当事者の合意を 尊重すべきとの 推定が 
;  Ⅰ動く。 
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なお、 介護報酬においては、 公的保険 l 

;  から現金給付される 額のほかに、 サービ 

        ス 提供側がサービス 利用者側に金銭的負 

;  担を求めることは 認められている。 

          三者構成を維持しつつ、 公益委員の 

        人数を増やすべきではないか。 

; 診療報酬改定の 結果の検証の 機能 

i など、 三者構成における 調整機能のほ 

          かに、 公益機能として 位置付けるべき 

i 機能はないか。 

I3  病院等多様な 医療関係者の 意見を反映できる 委員構成の在り 方について l 

[ 現状 ] 

0  支払 側 委員 8 名、 診療側委員 8 名、 公益委員 4 名の合計 20 名で構成され 

ている。 

0  「社会保険医療協議会 法 」において、 支払 側 委員及び診療側委員の 任命は 、 

各関係団体の 推薦によることが 規定されている。 

[ 支払 側 委員の構成 ] 

社会保険庁「 名 ( 健保保険者 ) 

健康保険組合連合会「 名 ( 健保保険者 ) 

日本労働組合総連合会 2 名 ( 健保被保険者 ) 

日本経済団体連合会「 名 ( 事業主 ) 

全日本海員組合「 名 ( 船保 被保険者 ) 

日本船主協会 1 名 ( 船舶所有者 ) 

国民健康保険中央会「 名 ( 国保保険者・ 被保険者 ) 

[ 診療側委員の 構成 ] 

日本医師会 5 名 

日本歯科 E 節会 2 名 

日本葉 斉 柏市会「 名 

*  平成「「年 5 月より、 日本医師会の 推薦する 5 名の委員のうち「名については、 全 

日本病院協会の 関係者を日本医師会が 推薦している。 

0  「社会保険医療協議会 法 」において、 専門事項を審議するために 必要があ 

ると認められる 場合には、 「 0 名以内の専門委員を 置くことができることが 



規定されている。 

*  現在、 専門委員としては、 老人診療報酬担当 2 名、 薬価担当 3 名、 保険医療材料担当 

3 名、 看護担当 1 名の合計 9 名を委嘱している。 

[ 言 盆点 ] 

支払 側 委員及び診療側委員に 係る 

関係団体による 推薦制を維持する 必 

要はな い のではないか。 

*  例えば、 介護報酬に係る 厚生労働大臣の 
諮問機関であ る介護給付費分科会におい 

ては、 関係団体による 推薦制は法定されて 
いない。 

診療側委員については、 病院関係者 

の 数が増えるよう、 推薦制を維持する 

場合にあ っては、 病院関係団体に 直接 

推薦依頼をすることを 含めて、 検討す 

支払 側 委員及び診療側委員に 係る 

関係団体による 推薦 制は ついては、 推 

薦 制 が三者構成と 密接に関連するも 

も
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*  診療報酬においては、 原則として、 公的 

保険から現物給付されるサービスの 対価 
のほかに、 診療側がサービス 利用者側に 
金銭的負担を 求めることは 認められてお 
らず、 その決定に当たっては 保険契約の 

両 当事者の合意を 尊重すべきとの 推定が 

Ⅰ動く。 
なお、 介護報酬においては、 公的保険 

から現金給付される 額のほかに、 サービ 
ス 提供側がサービス 利用者側に金銭的負 
担を求めることは 認められている。 

診療側委員については、 日本医師 

会 、 日本歯科 E 節会及び日本薬剤師会 

がそれぞれ医師、 歯科 E 師及び薬剤師 

の職能を代表しているものであ り、 現 

るべきではないか。         行 のように、 日本医師会が 推薦する 形 l 

            による病院団体の 代表の参加を 継続 l 
; するべきではないか。   

多様な医療関係者の 意見を反映さ           多様な医療関係者の 意見を反映さ 

せるため、 専門委員制度を 活用してはせるための 手法としては、 専門委員 制 

どうか。         度の活用だけではなく、 審議の際に参 

          若人として意見を 聴取することも 含 

; めて検討してはどうか。 

 
 

*  現行の専門委員の 中には、 看護 師 のよう 

に職能を代表している 委員と老人診療報 

酬、 薬価及び保険医療材料のように 専門的 
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;  な 分野を代表している 委員とが混在して 
;  いるのではないか。 

その他、 委員構成について 見直すべき事項はないか。 

l_  委員の任期の 在り方について   

[ 現状 ] 

0  中医協委員の 任期については、 「社会保険医療協議会 法 」に よ り「期が 2 

年とされており、 また、 各種審議会に 共通のルールとして、 閣議決定により 

「 0 年を超える任命は 行わないこととされている。 

0  「中央社会保険医療協議会の 在り方の見直しについて」 ( 平成 1 6 年「 0 

月 27 日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解 ) においては、 「支払側 妻 

員及び診療側委員の 在任期間については、 各関係団体において、 任期が 6 年 

を超えてからの 新たな推薦は 行わないことを 基本として、 厚生労働大臣に 対 

し 推薦を行うこととする」こととされている。 

[ 論点 ] 

委員の任期が 長すぎると、 長 い 在任 i 診療報酬体系は 専門的かっ複雑で 

期間を持っ委員が 、 他の委員に勝る 診 ; あ り、 委員の任期が 短すぎると、 診療 

療 報酬に関する 知識・経験を 通じて、             報酬改定について 実質的な議論がで 

中医協における 議論の方向性を 事実きなくなってしまうのではないか。 
上 決定してしまうような 事態が生じ i 

るのではないか。 

「 5  診療報酬の決定手続の 透明化及び事後評価の 在り方についで 

[ 現状 ] 

0  中医協においては、 平成 9 年から会議を 公開するとともに、 「中央社会保 

険 医療協議会の 在り方の見直しについて」 ( 平成 1 6 年 1 0 月 2 7 日中央社 

会保険医療協議会全員懇談会了解 ) を踏まえ、 昨年から議事録を 厚生労働省 



ホームページ 上で公開している。 

0  「中央社会保険医療協議会の 在り方の見直しについて」 ( 平成 1 6 年 1 0 

月 27 日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解 ) においては、 「非公開の 

協議を行った 場合には、 公益委員から、 協議の経過について、 公開の場で報 

告する」こととされている。 

0  平成 1 5 年に中医協の 審議に資するためそれぞれ 専門的な立場から 調査 

を実施する「診療報酬調査専門組織」が 設置され、 客観的なデータの 収集に 

着手している。 

0  「中央社会保険医療協議会の 在り方の見直しについて」 ( 平成 1 6 年「 0 

月 27 日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解 ) においては、 「中医協の 

中に、 公益委員を中心として、 診療報酬改定の 結果の検証のための 新たな部 

会を設置する」こととされている。 

[ 言 盆点 ] 

中医協においては、 審議過程の一層の 透明化や客観的なデータに 基づく議 

論の一層の推進が 図られてきており、 引き続きこのような 取組を進めていく 

べきではないか。 

客観的なデータに 基づく議論の 推進のためにも、 医療における 1 丁化 をよ 

り一層推進していくべきではないか。 
*  例えば、 診療報酬改定の 基礎となる社会医療診療行為 別 調査は、 6 月審査分の子 一タ 

のみに基づくもの 

診療報酬点数について、 中医協に諮問され、 即日答申が行われるのは ， 不 

透明ではないか。 中医協における 審議の中で、 国民の声をより 一層反映させ 

るための方策について 検討するべきではないか。 

 
 

  診療報酬改定の 結果の検証を 進めていくべきではないか。 
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その他、 医療の現場や 患者等国民の 声を反映する 仕組みの在り 方について l 
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同 27 日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解 ) においては、 「中医協委 

員が国民の意見を 聴く機会の設定の 在り方について 検討する」こととされて 

いる。 

[ 論点 ] 

診療報酬改定に 医療の現場や 患者等国民の 声をより適切に 反映させるた 

め 、 中医協委員が 国民の意見を 聴く機会を設定していくべきではないか。 






